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   亀 山 市 職 員 コ ン プ ラ イ ア ン ス 条 例 施 行 規 則  

 

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 規 則 は 、 亀 山 市 職 員 コ ン プ ラ イ ア ン ス 条 例 （ 令 和 元 年

亀 山 市 条 例 第 １ 号 。 以 下 「 条 例 」 と い う 。 ） の 施 行 に 関 し 必 要 な

事 項 を 定 め る も の と す る 。  

（ 利 害 関 係 者 ）  

第 ２ 条  条例第５条第１項の規則で定める利害関係者とは、職員（条

例 第 ２ 条 第 ２ 号 に 規 定 す る 職 員 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） が 職 務 と し

て 携 わ る 次 の 各 号 に 掲 げ る 事 務 の 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る

者 を い う 。 た だ し 、 職 員 の 裁 量 の 余 地 が 少 な い 職 務 に 関 す る 者 を

除 く 。  

（ １ ） 許 認 可 等 （ 行 政 手 続 法 （ 平 成 ５ 年 法 律 第 ８ ８ 号 。 以 下 「 手 続

法」という。）第２条第３号及び亀山市行政手続条例（平成１９

年 亀 山 市 条 例 第 １ 号 。 以 下 「 手 続 条 例 」 と い う 。 ） 第 ２ 条 第 ４

号 に 規 定 す る 許 認 可 等 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） を す る 事 務  当 該

許 認 可 等 を 受 け て 事 業 を 行 っ て い る 事 業 者 等 （ 法 人 （ 法 人 で な

い社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。）

そ の 他 の 団 体 及 び 事 業 を 行 う 個 人 （ 当 該 事 業 の 利 益 の た め に す

る 行 為 を 行 う 場 合 に お け る 個 人 に 限 る 。 ） を い い 、 こ れ ら の も

の の 利 益 の た め に す る 行 為 を 行 う 場 合 に お け る 役 員 、 従 業 員 、

代 理 人 そ の 他 の 者 （ 以 下 「 特 定 個 人 」 と い う 。 ） を 含 む 。 以 下

同 じ 。 ） 、 当 該 許 認 可 等 の 申 請 を し て い る 事 業 者 等 又 は 個 人

（ 特 定 個 人 を 除 く 。 ） 及 び 当 該 許 認 可 等 の 申 請 を し よ う と し て



い る こ と が 明 ら か で あ る 事 業 者 等 又 は 特 定 個 人  

（ ２ ） 補 助 金 等 （ 亀 山 市 補 助 金 等 交 付 規 則 （ 平 成 １ ７ 年 亀 山 市 規 則

第 ３ ２ 号 ） 第 ２ 条 第 １ 号 に 規 定 す る 補 助 金 等 を い う 。 ） を 交 付

す る 事 務  当 該 補 助 金 等 の 交 付 を 受 け て 当 該 交 付 の 対 象 と な る

事 務 又 は 事 業 を 行 っ て い る 事 業 者 等 又 は 特 定 個 人 、 当 該 補 助 金

等 の 交 付 の 申 請 を し て い る 事 業 者 等 又 は 特 定 個 人 及 び 当 該 補 助

金 等 の 交 付 の 申 請 を し よ う と し て い る こ と が 明 ら か で あ る 事 業

者 等 又 は 特 定 個 人  

（ ３ ） 立 入 検 査 又 は 監 査 （ 法 令 （ 手 続 条 例 第 ２ 条 第 ２ 号 に 規 定 す る

法 令 を い う 。 ） の 規 定 に 基 づ き 行 わ れ る も の に 限 る 。 ） を す る

事 務  当 該 立 入 検 査 又 は 監 査 を 受 け る 事 業 者 等 又 は 特 定 個 人  

（ ４ ） 不 利 益 処 分 （ 手 続 法 第 ２ 条 第 ４ 号 及 び 手 続 条 例 第 ２ 条 第 ５ 号

に 規 定 す る 不 利 益 処 分 を い う 。 ） を す る 事 務  当 該 不 利 益 処 分

を し よ う と す る 場 合 に お け る 当 該 不 利 益 処 分 の 名 宛 人 と な る べ

き 事 業 者 等 又 は 特 定 個 人  

（ ５ ） 行 政 指 導 （ 手 続 法 第 ２ 条 第 ６ 号 及 び 手 続 条 例 第 ２ 条 第 ７ 号 に

規 定 す る 行 政 指 導 を い う 。 ） を す る 事 務  当 該 行 政 指 導 に よ り

現 に 一 定 の 作 為 又 は 不 作 為 を 求 め ら れ て い る 事 業 者 等 又 は 特 定

個 人  

（ ６ ） 本 市 の 支 出 の 原 因 と な る 契 約 に 関 す る 事 務 又 は 地 方 自 治 法

（ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 ６ ７ 号 ） 第 ２ ３ ４ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 契 約

に 関 す る 事 務  当 該 契 約 を 締 結 し て い る 事 業 者 等 又 は 特 定 個 人 、

当 該 契 約 の 申 込 み を し て い る 事 業 者 等 又 は 特 定 個 人 及 び 当 該 契

約 の 申 込 み を し よ う と し て い る こ と が 明 ら か な 事 業 者 等 又 は 特

定 個 人  

（ ７ ） 入 札 （ 地 方 自 治 法 第 ２ ３ ４ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 一 般 競 争 入 札

及 び 指 名 競 争 入 札 を い う 。 ） に 関 す る 事 務  入 札 に 参 加 す る た

め に 必 要 な 資 格 を 有 す る 事 業 者 等  

（ ８ ） 指 定 管 理 者 （ 地 方 自 治 法 第 ２ ４ ４ 条 の ２ 第 ３ 項 に 規 定 す る 指



定 管 理 者 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） に 関 す る 事 務  指 定 管 理 者 の 指

定 を 受 け て い る 事 業 者 等 、 指 定 管 理 者 の 候 補 者 と な っ て い る 事

業 者 等 、 指 定 管 理 者 の 指 定 の 申 請 を し て い る 事 業 者 等 及 び 指 定

管 理 者 の 指 定 を 受 け よ う と し て い る こ と が 明 ら か な 事 業 者 等  

（ ９ ） そ の 他 の 所 掌 す る 事 務  当 該 事 務 に 関 し 前 各 号 に 掲 げ る も の

と 同 程 度 の 利 害 関 係 が 生 じ る 事 業 者 等 又 は 特 定 個 人  

２  職 員 に 異 動 が あ っ た 場 合 に お い て 、 当 該 異 動 前 の 職 に 係 る 当 該

職 員 の 利 害 関 係 者 で あ っ た 者 が 、 異 動 後 引 き 続 き 当 該 職 に 係 る 他

の 職 員 の 利 害 関 係 者 で あ る と き は 、 当 該 利 害 関 係 者 で あ っ た 者 は 、

当 該 異 動 の 日 か ら 起 算 し て ３ 年 間 （ 当 該 期 間 内 に 当 該 利 害 関 係 者

で あ っ た 者 が 当 該 職 に 係 る 他 の 職 員 の 利 害 関 係 者 で な く な っ た と

き は 、 そ の 日 ま で の 間 ） は 、 当 該 異 動 が あ っ た 職 員 の 利 害 関 係 者

で あ る も の と み な す 。  

３  他 の 職 員 の 利 害 関 係 者 が 、 職 員 を し て そ の 職 に 基 づ く 影 響 力 を

当 該 他 の 職 員 に 行 使 さ せ る こ と に よ り 自 己 の 利 益 を 図 る た め そ の

職 員 と 接 触 し て い る こ と が 明 ら か な 場 合 に お い て は 、 当 該 他 の 職

員 の 利 害 関 係 者 は 、 そ の 職 員 の 利 害 関 係 者 で あ る も の と み な す 。  

（ 禁 止 行 為 ）  

第 ３ 条  条 例 第 ５ 条 第 １ 項 の 規 則 で 定 め る 禁 止 行 為 と は 、 次 に 掲 げ

る 行 為 を い う 。  

（ １ ） 利 害 関 係 者 か ら 金 銭 、 物 品 又 は 不 動 産 の 贈 与 （ せ ん 別 、 祝 儀 、

香 典 又 は 供 花 そ の 他 こ れ ら に 類 す る も の と し て さ れ る も の を 含

む 。 ） を 受 け る こ と 。  

（ ２ ） 利 害 関 係 者 か ら 金 銭 の 貸 付 け （ 業 と し て 行 わ れ る 金 銭 の 貸 付

け に あ っ て は 、 無 利 子 の も の 又 は 利 子 の 利 率 が 著 し く 低 い も の

に 限 る 。 ） を 受 け る こ と 。  

（ ３ ） 利 害 関 係 者 か ら 又 は 利 害 関 係 者 の 負 担 に よ り 、 無 償 で 物 品 又

は 不 動 産 の 貸 付 け を 受 け る こ と 。  

（ ４ ） 利 害 関 係 者 か ら 又 は 利 害 関 係 者 の 負 担 に よ り 、 無 償 で 役 務 の



提 供 を 受 け る こ と 。  

（ ５ ） 利 害 関 係 者 か ら 未 公 開 株 式 （ 金 融 商 品 取 引 法 （ 昭 和 ２ ３ 年 法

律 第 ２ ５ 号 ） 第 ２ 条 第 １ ６ 項 に 規 定 す る 金 融 商 品 取 引 所 に 上 場

さ れ て お ら ず 、 か つ 、 同 法 第 ６ ７ 条 の １ １ 第 １ 項 の 店 頭 売 買 有

価 証 券 登 録 原 簿 に 登 録 さ れ て い な い 株 式 を い う 。 ） を 譲 り 受 け

る こ と 。  

（ ６ ） 利 害 関 係 者 か ら 供 応 接 待 を 受 け る こ と 。  

（ ７ ） 利 害 関 係 者 と と も に 遊 技 又 は ゴ ル フ を す る こ と 。  

（ ８ ） 利 害 関 係 者 と と も に 旅 行 （ 公 務 の た め の 旅 行 を 除 く 。 ） を す

る こ と 。  

（ ９ ） 利 害 関 係 者 を し て 、 第 三 者 に 対 し 前 各 号 に 掲 げ る 行 為 を さ せ

る こ と 。  

（ １ ０ ） そ の 者 が 利 害 関 係 者 で あ る か ど う か に か か わ ら ず 、 事 業 者

等 か ら 供 応 接 待 を 繰 り 返 し 受 け る 等 社 会 通 念 上 相 当 と 認 め ら れ

る 程 度 を 超 え て 供 応 接 待 又 は 財 産 上 の 利 益 の 供 与 を 受 け る こ と 。  

（ １ １ ） 自 己 が 行 っ た 物 品 若 し く は 不 動 産 の 購 入 若 し く は 借 受 け 又

は 役 務 の 受 領 の 対 価 を 、 そ の 者 が 利 害 関 係 者 で あ る か ど う か に

か か わ ら ず 、 そ れ ら の 行 為 が 行 わ れ た 場 に 居 合 わ せ な か っ た 事

業 者 等 に そ の 者 の 負 担 と し て 支 払 わ せ る こ と 。  

２  前 項 第 １ 号 か ら 第 ９ 号 ま で の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 職 員 （ 同

項 第 ９ 号 に 掲 げ る 行 為 に あ っ て は 、 同 号 の 第 三 者 。 以 下 こ の 項 に

お い て 同 じ 。 ） が 、 利 害 関 係 者 か ら 、 物 品 若 し く は 不 動 産 を 購 入

し た 場 合 、 物 品 若 し く は 不 動 産 の 貸 付 け を 受 け た 場 合 又 は 役 務 の

提 供 を 受 け た 場 合 に お い て 、 そ れ ら の 対 価 が そ れ ら の 行 為 が 行 わ

れ た 時 に お け る 時 価 よ り も 著 し く 低 い と き は 、 当 該 職 員 は 、 当 該

利 害 関 係 者 か ら 、 当 該 対 価 と 当 該 時 価 と の 差 額 に 相 当 す る 額 の 金

銭 の 贈 与 を 受 け た も の と み な す 。  

（ 市 民 の 疑 惑 や 不 信 を 招 く お そ れ の な い 行 為 ）  

第 ４ 条  条 例 第 ５ 条 第 １ 項 た だ し 書 の 市 民 の 疑 惑 や 不 信 を 招 く お そ



れ の な い 行 為 と し て 規 則 で 定 め る 行 為 と は 、 次 に 掲 げ る 行 為 を い

う 。  

（ １ ） 利 害 関 係 者 か ら 宣 伝 用 物 品 又 は 記 念 品 で あ っ て 広 く 一 般 に 配

布 す る た め の も の の 贈 与 を 受 け る こ と 。  

（ ２ ） 多 数 の 者 が 出 席 す る 式 典 、 総 会 等 に お い て 、 利 害 関 係 者 か ら

記 念 品 の 贈 与 を 受 け る こ と 。  

（ ３ ） 職 務 と し て 利 害 関 係 者 を 訪 問 し た 際 に 、 当 該 利 害 関 係 者 か ら

提 供 さ れ る 物 品 を 使 用 す る こ と 。  

（ ４ ） 職 務 と し て 利 害 関 係 者 を 訪 問 し た 際 に 、 当 該 利 害 関 係 者 か ら

提 供 さ れ る 自 動 車 （ 当 該 利 害 関 係 者 が そ の 業 務 等 に お い て 日 常

的 に 利 用 し て い る も の に 限 る 。 ） を 利 用 す る こ と （ 当 該 利 害 関

係 者 の 事 務 所 等 の 周 囲 の 交 通 事 情 そ の 他 の 事 情 か ら 当 該 自 動 車

の 利 用 が 相 当 と 認 め ら れ る 場 合 に 限 る 。 ） 。  

（ ５ ） 職 務 と し て 出 席 し た 会 議 そ の 他 の 会 合 に お い て 、 利 害 関 係 者

か ら 茶 菓 の 提 供 を 受 け る こ と 。  

（ ６ ） 多 数 の 者 が 出 席 す る 式 典 、 総 会 等 に お い て 、 利 害 関 係 者 か ら

飲 食 物 の 提 供 を 受 け る こ と 。  

（ ７ ） 職 務 と し て 出 席 し た 会 議 に お い て 、 利 害 関 係 者 か ら 簡 素 な 飲

食 物 の 提 供 を 受 け る こ と 。  

（ ８ ） 利 害 関 係 者 と と も に 自 己 の 費 用 を 負 担 し て 飲 食 等 を す る こ と 。

た だ し 、 利 害 関 係 者 と の 接 触 等 に 関 す る 届 出 書 （ 様 式 第 １ 号 ）

を 任 命 権 者 に 提 出 し 、 許 可 を 得 た 場 合 に 限 る 。  

（ ９ ） 私 的 な 関 係 （ 職 員 と し て の 身 分 に か か わ ら な い 関 係 を い う 。

こ の 号 に お い て 同 じ 。 ） が あ る 者 で あ り 、 か つ 、 利 害 関 係 者 に

該 当 す る 者 と の 間 に お け る 前 条 第 １ 号 か ら 第 ８ 号 ま で に 掲 げ る

行 為 。 た だ し 、 職 務 上 の 利 害 関 係 の 状 況 、 私 的 な 関 係 の 経 緯 及

び 現 在 の 状 況 並 び に そ の 行 お う と す る 行 為 の 態 様 等 に 鑑 み 、 公

正 な 職 務 の 執 行 に 対 す る 市 民 の 疑 惑 や 不 信 を 招 く お そ れ が な い

と 認 め ら れ る 場 合 に 限 る 。  



２  職 員 は 、 前 項 各 号 に 掲 げ る 行 為 に 該 当 す る か ど う か を 判 断 す る

こ と が で き な い 場 合 に お い て は 、 当 該 職 員 を 管 理 監 督 す る 立 場 に

あ る 者 に 相 談 し 、 そ の 指 示 に 従 う も の と す る 。  

 （ 亀 山 市 コ ン プ ラ イ ア ン ス 委 員 会 の 委 員 長 ）  

第 ５ 条  条 例 第 ６ 条 第 １ 項 の 亀 山 市 コ ン プ ラ イ ア ン ス 委 員 会 （ 以 下

「 委 員 会 」 と い う 。 ） に 委 員 長 を 置 き 、 委 員 の 互 選 に よ り 定 め る 。  

２  委 員 長 は 、 会 務 を 総 理 し 、 委 員 会 を 代 表 す る 。  

３  委 員 長 に 事 故 が あ る と き 、 又 は 委 員 長 が 欠 け た と き は 、 あ ら か

じ め 委 員 長 が 指 名 す る 委 員 が そ の 職 務 を 代 理 す る 。  

（ 委 員 会 の 会 議 ）  

第 ６ 条  委 員 会 の 会 議 は 、 委 員 長 が 招 集 し 、 議 長 と な る 。  

２  委 員 会 は 、 委 員 の 過 半 数 が 出 席 し な け れ ば 、 会 議 を 開 く こ と が

で き な い 。  

３  委 員 会 の 会 議 は 、 非 公 開 と す る 。  

４  委 員 会 は 、 必 要 に 応 じ て 関 係 者 の 出 席 を 求 め 、 参 考 意 見 又 は 説

明 を 聴 取 す る こ と が で き る 。  

（ 委 員 会 の 所 掌 事 務 ）  

第 ７ 条  委 員 会 の 所 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。  

（ １ ） 条 例 第 ９ 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ り 通 知 の あ っ た 公 益 通 報 に 関 す

る 調 査 及 び 審 査 を 行 う こ と 。  

（ ２ ） 条 例 第 １ ３ 条 第 １ 項 前 段 の 規 定 に よ り 諮 問 の あ っ た 働 き か け

行 為 に 関 す る 調 査 審 議 を 行 う こ と 。  

（ ３ ） 条 例 第 １ ４ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 推 進 会 議 が 不 正 な 行 為 を 行 わ

な い よ う 必 要 な 対 策 を 講 じ た 措 置 に 関 す る 調 査 及 び 審 査 を 行 う

こ と 。  

（ ４ ） 前 ３ 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 職 員 の コ ン プ ラ イ ア ン ス の 推 進

に 関 す る 専 門 的 な 審 査 、 助 言 等 を 行 う こ と 。  

 （ 亀 山 市 コ ン プ ラ イ ア ン ス 推 進 会 議 の 委 員 等 ）  

第 ８ 条  条 例 第 ７ 条 第 ２ 項 の 規 則 で 定 め る 者 と は 、 副 市 長 、 総 合 政



策 部 長 、 生 活 文 化 部 長 、 健 康 福 祉 部 長 、 産 業 建 設 部 長 、 上 下 水 道

部 長 、 危 機 管 理 監 、 地 域 医 療 部 長 、 消 防 部 長 及 び 教 育 部 長 を い う 。  

２  会 長 は 副 市 長 を 、 副 会 長 は 総 合 政 策 部 長 を も っ て 充 て る 。  

３  条 例 第 ７ 条 第 １ 項 の 亀 山 市 コ ン プ ラ イ ア ン ス 推 進 会 議 （ 以 下

「 推 進 会 議 」 と い う 。 ） は 、 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 委 員 以

外 の 職 員 を 臨 時 に 委 員 と す る こ と が で き る 。  

４  会 長 は 、 会 務 を 総 理 し 、 推 進 会 議 を 代 表 す る 。  

５  会 長 に 事 故 が あ る と き 、 又 は 会 長 が 欠 け た と き は 、 副 会 長 が そ

の 職 務 を 代 理 す る 。  

６  委 員 は 、 職 務 上 知 り 得 た 秘 密 を 漏 ら し て は な ら な い 。 そ の 職 を

退 い た 後 も 、 同 様 と す る 。  

（ 推 進 会 議 の 会 議 ）  

第 ９ 条  推 進 会 議 の 会 議 は 、 会 長 が 招 集 し 、 議 長 と な る 。  

２  推 進 会 議 は 、 委 員 の 過 半 数 が 出 席 し な け れ ば 、 会 議 を 開 く こ と

が で き な い 。  

３  推 進 会 議 の 会 議 は 、 非 公 開 と す る 。  

４  推 進 会 議 は 、 必 要 に 応 じ て 関 係 者 の 出 席 を 求 め 、 参 考 意 見 又 は

説 明 を 聴 取 す る こ と が で き る 。  

（ 推 進 会 議 の 所 掌 事 務 ）  

第 １ ０ 条  推 進 会 議 の 所 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。  

（ １ ） 条 例 第 ９ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 受 け 付 け た 公 益 通 報 に 関 す る

調 査 を 行 う こ と 。  

（ ２ ） 条 例 第 １ ２ 条 第 ２ 項 本 文 の 規 定 に よ り 提 出 の あ っ た 働 き か け

行 為 の 記 録 に 関 す る 調 査 を 行 う こ と 。  

（ ３ ） 条 例 第 １ ４ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 不 正 な 行 為 を 行 わ な い よ う

必 要 な 対 策 を 講 ず る こ と 。  

（ ４ ） 前 ３ 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 職 員 の コ ン プ ラ イ ア ン ス の 推 進

に 関 す る 調 査 及 び 研 究 を 行 う こ と 。  

（ 公 益 通 報 の 方 法 ）  



第 １ １ 条  職 員 等 は 、 条 例 第 ９ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 公 益 通 報 を 行

う 場 合 は 、 実 名 で 書 面 を も っ て し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 公

益 通 報 の 根 拠 を 推 進 会 議 又 は 監 督 者 に 示 す こ と が で き る 場 合 は 、

匿 名 で 公 益 通 報 を 行 う こ と が で き る 。  

２  前 項 の 書 面 は 、 公 益 通 報 書 （ 様 式 第 ２ 号 ） に よ る も の と す る 。  

 （ 公 益 通 報 の 受 理 等 ）  

第 １ ２ 条  推 進 会 議 は 、 条 例 第 ９ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 公 益 通 報 を

受 け 付 け た と き は 、 当 該 公 益 通 報 を 行 っ た 者 （ 前 条 第 １ 項 た だ し

書 の 規 定 に よ り 匿 名 で 公 益 通 報 を 行 っ た 者 を 除 く 。 ） か ら 事 情 を

聴 取 し 、 通 報 の 趣 旨 を 確 認 し て 当 該 公 益 通 報 を 受 理 す る も の と す

る 。  

２  推 進 会 議 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 趣 旨 の 確 認 に よ り 、 当 該 公 益 通

報 が 不 正 な 意 図 又 は 個 人 的 な 感 情 に よ る 通 報 で あ る と 認 め ら れ る

場 合 は 、 こ れ を 不 受 理 と す る こ と が で き る 。  

３  推 進 会 議 は 、 公 益 通 報 の 受 理 又 は 不 受 理 を 決 定 し た と き は 、 当

該 決 定 に つ い て 、 公 益 通 報 受 理 （ 不 受 理 ） 通 知 書 （ 様 式 第 ３ 号 ）

に よ り 当 該 公 益 通 報 を 行 っ た 者 に 通 知 す る も の と す る 。  

４  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 前 条 第 １ 項 た だ し 書 の 規 定 に よ り 匿

名 で 公 益 通 報 を 行 っ た 者 に つ い て は 、 当 該 通 知 を 行 わ な い も の と

す る 。  

５  推 進 会 議 は 、 公 益 通 報 を 受 理 し た と き は 、 当 該 公 益 通 報 の 概 要

を 公 益 通 報 受 理 報 告 書 （ 様 式 第 ４ 号 ） に よ り 市 長 に 報 告 し な け れ

ば な ら な い 。 こ の 場 合 に お い て 、 公 益 通 報 を 行 っ た 者 の 氏 名 は 、

報 告 し な い も の と す る 。  

 （ 委 員 会 に 対 す る 報 告 等 ）  

第 １ ３ 条  条 例 第 ９ 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ る 通 知 は 、 公 益 通 報 通 知 書

（ 様 式 第 ５ 号 ） に よ る も の と す る 。  

２  推 進 会 議 は 、 条 例 第 ９ 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ る 調 査 の 結 果 、 公 益

通 報 の 内 容 が 事 実 で は な い と 認 め る と き 、 公 益 通 報 に 該 当 し な い



と 認 め る と き そ の 他 委 員 会 に お け る 調 査 及 び 審 査 の 必 要 が あ る と

認 め ら れ な い こ と に よ り 委 員 会 に 通 知 し な か っ た と き （ 前 条 第 ２

項 の 規 定 に よ り 不 受 理 と し た と き を 含 む 。 ） は 、 そ の 旨 を 公 益 通

報 調 査 報 告 書 （ 様 式 第 ６ 号 ） に よ り 委 員 会 及 び 市 長 に 報 告 す る も

の と す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 公 益 通 報 を 行 っ た 者 の 氏 名 は 、 市

長 に 報 告 し な い も の と す る 。  

３  委 員 会 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 報 告 さ れ た 公 益 通 報 に つ い て 、 委

員 会 に お い て 調 査 及 び 審 査 の 必 要 が あ る と 認 め た と き は 、 当 該 公

益 通 報 に つ い て の 調 査 及 び 審 査 を 行 う も の と す る 。  

４  条 例 第 ９ 条 第 ４ 項 の 規 定 は 、 前 項 の 調 査 及 び 審 査 に つ い て 準 用

す る 。  

５  条 例 第 ９ 条 第 ４ 項 の 規 定 に よ る 通 知 は 、 公 益 通 報 調 査 等 結 果 通

知 書 （ 様 式 第 ７ 号 ） に よ る も の と す る 。  

 （ 公 益 通 報 を 行 っ た 者 に 対 す る 通 知 ）  

第 １ ４ 条  推 進 会 議 は 、 条 例 第 ９ 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ る 調 査 の 結 果

（同条第４項（前条第４項の規定において準用する場合を含む。）

の 規 定 に よ り 通 知 を 受 け た と き は 、 当 該 通 知 に お け る 委 員 会 に よ

る 調 査 及 び 審 査 の 結 果 を 含 む 。 ） を 公 益 通 報 調 査 結 果 通 知 書 （ 様

式 第 ８ 号 ） に よ り 公 益 通 報 を 行 っ た 者 に 通 知 し な け れ ば な ら な い 。  

２  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 第 １ １ 条 第 １ 項 た だ し 書 の 規 定 に よ

り 匿 名 で 公 益 通 報 を 行 っ た 者 又 は 前 項 の 規 定 に よ る 通 知 を 希 望 し

な い 者 に つ い て は 、 当 該 通 知 を 行 わ な い も の と す る 。  

 （ 働 き か け 行 為 の 報 告 等 ）  

第 １ ５ 条  条 例 第 １ ２ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 報 告 又 は 同 条 第 ２ 項 本

文の規定による記録の提出は、働きかけ行為記録兼報告書（様式第

９号）に よ る も の と す る 。  

 （ 働 き か け 行 為 の 調 査 の 通 知 ）  

第 １ ６ 条  条 例 第 １ ２ 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ る 通 知 は 、 働 き か け 行 為

調 査 結 果 通 知 書 （ 様 式 第 １ ０ 号 ） に よ る も の と す る 。  



 （ 働 き か け 行 為 に 関 す る 諮 問 ）  

第 １ ７ 条  条 例 第 １ ３ 条 第 １ 項 前 段 の 規 定 に よ る 諮 問 は 、 働 き か け

行 為 諮 問 書 （ 様 式 第 １ １ 号 ） に よ る も の と す る 。  

 （ 公 益 通 報 等 に 係 る 措 置 に 関 す る 報 告 ）  

第 １ ８ 条  任 命 権 者 は 、 条 例 第 １ １ 条 の 規 定 に よ り 公 益 通 報 に 係 る

措 置 を 講 じ た と き 、 条 例 第 １ ３ 条 第 １ 項 前 段 の 規 定 に よ り 働 き か

け 行 為 に 係 る 措 置 を 講 じ た と き 及 び 条 例 第 １ ４ 条 第 ３ 項 の 規 定 に

よ り 不 正 な 行 為 に 係 る 措 置 を 講 じ た と き は 、 当 該 措 置 を 講 じ た 内

容 等 に つ い て 市 長 に 報 告 す る も の と す る 。  

２  推 進 会 議 は 、 条 例 第 １ ４ 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ り 不 正 な 行 為 に 係

る 措 置 を 講 じ た と き は 、 当 該 措 置 を 講 じ た 内 容 等 に つ い て 市 長 に

報 告 す る も の と す る 。  

 （ 庶 務 ）  

第 １ ９ 条  委 員 会 及 び 推 進 会 議 の 庶 務 は 、 総 務 課 に お い て 処 理 す る 。  

 （ そ の 他 ）  

第 ２ ０ 条  こ の 規 則 に 定 め る も の の ほ か 必 要 な 事 項 は 、 別 に 定 め る 。  

附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 規 則 は 、 令 和 元 年 ８ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 規 則 の 施 行 後 最 初 に 行 わ れ る 委 員 会 の 会 議 は 、 第 ６ 条 第 １

項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 市 長 が 招 集 す る 。  



様式第１号（第４条関係） 
   

利害関係者との接触等に関する届出書 

 
年  月  日 

 
（任命権者）      宛て 
 

 所属             
氏名           印 

 
利害関係者との接触等について、次のとおり対応したいので、亀山市職員コンプラ

イアンス条例施行規則第４条第１項第８号の規定により届け出ます｡ 

 

種 別 □ 飲食  □ その他（           ） 

開 催 等 年 月 日  

主催者又は相手方 

所在地（住所） 

名 称（氏名） 

※法人等の場合は、代表者等の職氏名 

内容（場所、費用等

を具体的に記載） 

 

必要性及び職務の執

行の公正さを損なう

おそれがないと思わ

れる理由 

 

同 行 す る 職 員 
所 属 
職氏名 

事 後 届 出 の 理 由  

 

所属長 受理年月日 

    年  月  日 

処理結果 

□適  □不適 

確認印 

 



様式第２号（第１１条関係） 
 

公益通報書 

 
年  月  日 

 
亀山市コンプライアンス推進会議 宛 
 
 
亀山市職員コンプライアンス条例第９条第１項の規定により、下記のとおり通報

します｡ 
 
記 
 

１ 公益通報を行った者 

氏 名 □ 匿名希望 

所 属 又 は 事 業 者 名  

通報先（可

能な限り、

複数記載を

お願いしま

す。） 

住 所  

電 話  

ファクシミリ  

電 子 メ ー ル  

希望する連絡方法 □ 書面の送付  □ 電話  □ ファクシミリ 
□ 電子メール  □ その他（     ） 

結果の通知 □ 希望する  □ 希望しない 
（匿名の場合は、通知できません。） 

 
２ 通報内容（いつ、だれが、なにをしたか具体的に記載してください。） 

 
 
 
 
 
 
３ その他推進会議に伝えたい事項（推進会議に望む対応等を記載してください。） 
  



様式第３号（第１２条関係） 
 

年  月  日 
 
（公益通報を行った者）   様 
 

亀山市コンプライアンス推進会議会長 印 
 

公益通報受理（不受理）通知書 

 
年  月  日付けで受け付けた公益通報については、下記のとおり受理

（不受理）と決定しましたので、亀山市職員コンプライアンス条例施行規則第１２条

第３項の規定により通知します｡ 
 

記 
 
１ 通報内容 
 
 
 
 
 
２ 受理年月日（不受理の場合は、その理由） 
 
 
 
 
 
３ その他 

公益通報を行ったことによって不利益な取扱いを受けたと思料するときは、亀

山市職員コンプライアンス条例第１０条第２項の規定により、亀山市コンプライ

アンス委員会にその是正を申し立てることができます。 
 
  



様式第４号（第１２条関係） 
   

年  月  日 
 
亀山市長 様 
 

亀山市コンプライアンス推進会議会長 印 
 

公益通報受理報告書 

 
年  月  日付けで受け付けた公益通報については、下記のとおり受理

しましたので、亀山市職員コンプライアンス条例施行規則第１２条第５項の規定によ

り報告します｡ 
 

記 
 
１ 通報内容 
 
 
 
 
 
２ 受理年月日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



様式第５号（第１３条関係） 
    

年  月  日 
 
亀山市コンプライアンス委員会委員長 様 
 

亀山市コンプライアンス推進会議会長 印 
 

公益通報通知書 

 
年  月  日付けで受け付けた公益通報については、亀山市コンプライ

アンス委員会において調査及び審査の必要があると認めるため、亀山市職員コンプラ

イアンス条例第９条第３項の規定により、下記のとおり通知します｡ 
 

記 
 
１ 受理年月日 
 
 
 
 
 
２ 公益通報を行った者 
 
 
 
 
 
３ 通報内容 
 
 
 
 
 
４ 証拠書類等 
 
 
  



様式第６号（第１３条関係） 
その１ 

    
年  月  日 

 
亀山市コンプライアンス委員会委員長 様 
 

亀山市コンプライアンス推進会議会長 印 
 

公益通報調査報告書 

 
年  月  日付けで受け付けた公益通報については、亀山市コンプライ

アンス委員会における調査及び審査の必要があると認められないため同委員会に通知

しなかったことから、亀山市職員コンプライアンス条例施行規則第１３条第２項の規

定により、下記のとおり報告します｡ 
 

記 
 
１ 受理年月日 
 
 
 
 
 
２ 公益通報を行った者 
 
 
 
 
 
３ 通報内容 
 
 
 
 
 
４ 証拠書類等 
  



様式第６号（第１３条関係） 
その２ 

    
年  月  日 

 
亀山市長 様 
 

亀山市コンプライアンス推進会議会長 印 
 

公益通報調査報告書 

 
年  月  日付けで受け付けた公益通報については、亀山市コンプライ

アンス委員会における調査及び審査の必要があると認められないため同委員会に通知

しなかったことから、亀山市職員コンプライアンス条例施行規則第１３条第２項の規

定により、下記のとおり報告します｡ 
 

記 
 
１ 通報内容 
 
 
 
 
 
２ 受理年月日（不受理の場合は、不受理としたこと及びその理由） 
 
 
 
 
 
３ 証拠書類等 
 
  



様式第７号（第１３条関係） 
    

年  月  日 
 
（市長、任命権者、亀山市コンプライアンス推進会議会長） 様 
 

亀山市コンプライアンス委員会委員長 印 
 

公益通報調査等結果通知書 

 
年  月  日付けで亀山市コンプライアンス推進会議から通知のあった

公益通報に関する調査及び審査の結果について、亀山市職員コンプライアンス条例第

９条第４項の規定により、下記のとおり通知します｡ 
 

記 
 
１ 通報年月日 
 
 
 
 
 
２ 通報内容 
 
 
 
 
 
３ 調査及び審査の結果 
 
 
 
 
 
４ 委員会の意見 

 
  



様式第８号（第１４条関係） 
    

年  月  日 
 
（公益通報を行った者）   様 
 

亀山市コンプライアンス推進会議会長 印 
 

公益通報調査結果通知書 

 
年  月  日付けで受け付けた公益通報に対する調査の結果ついて、亀

山市職員コンプライアンス条例施行規則第１４条第１項の規定により、下記のとおり

通知します｡ 
 

記 
 
１ 受理年月日 
 
 
 
 
 
２ 通報内容 
 
 
 
 
 
３ 調査の結果 
 
 
 
 
 
４ 推進会議の意見 
 
 
 
 
 
５ その他 

公益通報を行ったことによって不利益な取扱いを受けたと思料するときは、亀

山市職員コンプライアンス条例第１０条第２項の規定により、亀山市コンプライ

アンス委員会にその是正を申し立てることができます。 
  



様式第９号（第１５条関係） 
 

働きかけ行為記録兼報告書 
  年  月  日 

 

所 属  受付日時 
年  月  日 

時  分 

対応した職員の

職 氏 名 

 

受 付 形 態 □ 窓口 □ 電話 □ 電子メール □ その他（      ） 

相手方の住所、

氏名等（団体にあ

っては、団体名、代

表者の職氏名） 

 

働きかけ行為の

内 容 
□ 要望 □ 提言 □ 苦情 □ その他 

対 応 方 針 （いつ、だれが、なにをするか具体的に記載してください。） 

 
 

対 応 結 果 （いつ、だれが、なにをしたか具体的に記載してください。） 

 
 

備 考  

 

確

認 

    

    



様式第１０号（第１６条関係） 
    

年  月  日 
 
（亀山市長、任命権者） 様 
 

亀山市コンプライアンス推進会議会長 印 

働きかけ行為調査結果通知書 

所 属  

所属長又は上司

の 職 氏 名 

 

対応した職員の

職 氏 名 

 

調査対象行為の

あ っ た 日 時 
年  月  日  午前・午後  時  分 

受 付 形 態 □ 窓口 □ 電話 □ 電子メール □ その他（      ） 

相手方の住所、

氏名等（団体にあ

っては、団体名、代

表者の職氏名） 

 

調査対象行為の

内 容 
□ 要望 □ 提言 □ 苦情 □ その他 

対 応 の 状 況  

働きかけ行為の

該 当 の 有 無 等 
調査対象行為は、働きかけ行為に該当 □ する □ しない 

備 考  

 



様式第１１号（第１７条関係） 
   

働きかけ行為諮問書 

年  月  日 
亀山市コンプライアンス委員会委員長 様 

 
         （任命権者）        印 

 
亀山市職員コンプライアンス条例第１３条第１項前段の規定により、下記の働き

かけ行為に対し、亀山市コンプライアンス委員会の意見を求めます。 

 
記 

 
１ 諮問に係る働きかけ行為 

  
 
２ 諮問の内容 

 
 
３ 諮問の理由 

 
 
４ 添付書類等 
（１）働きかけ行為記録兼報告書 

（２）働きかけ行為調査結果通知書 

 


